
　平成27年4月6日（月）、茨城県境町の役場町長応接
室にて、橋本正裕町長と本会の國井豊会長による対談
が行われました。橋本町長は、昨年3月、38歳（当時
県内最年少）の若さで町長に就任され、企業誘致等を
積極的に行いながら、「若い人たちが帰郷し働けるま
ち」「三世代で安心して暮らせるまち」を創るために奮
闘しておられます。新井副会長、増戸市民法務部長、
遠藤広報・監察部長も同席し、要望活動も行いました。
今後の行政書士会との連携についてもゆっくり話し合
い、有意義な意見交換となりました。

國井　�　本日は公務ご多忙中にも関わらず、
このような対談の機会を設けていただ
きまして、本当にありがとうございま
す。また、町長には昨年、今年と本会
の新春交流会にご参加いただきまし
て、心より感謝申し上げます。また、
今年は地元の萩原酒造さんの名酒をた
くさんご寄贈いただきました。参加者
からは喜びの声が挙がっております。

市長　�　こちらこそ、大変お世話になってお
ります。また、國井会長さんをはじめ、
茨城県行政書士会の皆様には日頃か
ら本町の行政運営にご理解とご協力を
賜っていることに、改めて心より御礼
を申し上げたいと思います。

國井　�　ありがとうございます。さて、私達
行政書士は、「官公署に提出する書類、
権利義務に関する書類及び事実証明に
関する書類を作成すること」や「これら
の書類の提出手続き」、さらに「これら
の書類について相談に応ずること」を

業務としております。その他、町民
の皆様の生活に身近な、相続、遺言
に関する書類の作成や、各種契約、
国籍、会社設立など幅広い各種手続
きにも携わっています。

　　　�　そのため、茨城会では会員のスキ
ルアップを目指すため、各業務部が
時宜に合わせた法令や業務の研修を
継続的に開催しており、町民の皆さ
んの期待に応えるべく研鑽を積み重
ねております。

　　　�　このように行政書士は町民に身近
な「街の法律家」として活動してい
ますが、ここで、町長から行政書士
の社会的役割や行政書士への期待な
どについてお話いただければと思い
ます。よろしくお願いいたします。

◦行政書士の社会的役割や
　行政書士への期待

市長　�　行政機関では、今まで以上に迅速
かつ的確な対応、更には申請者の軽
減負担などが求められています。そ
うした中、住民の権利や利益を保護
しながら、行政を効率的に進めてい
くためには、住民と行政をつなぐ行
政書士の果たす役割はますます重要
になるものと考えています。

　　　�　行政書士が官公署に提出する書類
等を正確・迅速に作ることにより、
住民の生活上の諸権利・諸利益が守

橋本境町長、國井茨城会会長による対談
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られ、また行政においても提出された
書類が正確・明瞭に記載されているこ
とにより、効率的な処理が確保される
という公共的利益があることから、行
政書士制度の必要性は極めて高いと思
います。

　　　�　行政書士の皆様は、依頼された通り
の書類作成を行ういわゆる代書的業務
から、複雑多様なコンサルティングを
含む許認可手続きの業務へと移行して
きており、高度情報通信社会における
行政手続きの専門家として大きく期待
されています。その住民からの期待に
しっかりと応えていくためにも、絶え
ず研鑚に励む必要があると思います。

　　　�　茨城県行政書士会においては、各種
法令に関する研修により、会員の実務
能力の向上に努められるとともに、新
たな分野にも積極的に取り組まれてお
り、大変心強く感じています。

國井　�　ありがとうございます。今、町長か
らお話を伺い、さらに取り組みを強化
しなければならないと感じました。

　　　�　茨城会は会員数が1,100名を超え、
県内全域旧市町村すべてに在籍してお
ります。各支部では各市町村における
無料相談会の実施や、「災害時におけ
る支援協力に関する協定」の締結を通
して、住民に一番身近な行政である市
町村との連携を進めております。

　　　�　そのため、私たち行政書士も、その
立ち位置から、境町の施策について理
解していきたいと考えます。境町の重
点的施策についてお聞かせいただきた
いと思います。

◦境町重点施策の紹介

市長　�　私も昨年3月3日に就任し1年が過
ぎ、現在、町政を一つの企業経営と考
え、クックパッドと提携した学校給食
メニューの開発など、さまざまな企
業との連携や先進地視察を実施しなが
ら、自由な発想と新しい感覚を持って
変革を行っています。

　　　�　本年3月29日には圏央道久喜白岡

JCT～境古河IC間が開通しました。
圏央道の開通は、重要課題である
人口減少と雇用創出の問題への対応
策、すなわち境町の発展に大きな可
能性が広がったと捉えています。圏
央道の開通は都心に匹敵するほどの
利便性の向上が考えられ、隣接市町
等と連携しながら県西地域全体の発
展をめざしていきたいと考えていま
す。

　　　�　私は就任直後から、境古河 IC 周
辺開発と企業誘致に積極的に取り組
んでおり、すでに、さまざまな業態
から多数の問い合わせが来ています。
日野自動車㈱古河工場の稼働もビッ
グチャンスと捉えています。関連企
業の従業員等を合わせると、およそ
8,000人が古河工場に移ると考えら
れ、多くの人が境町に移り住んでい
ただけるように、完成済みの240戸
が入居可能な独身寮に加え、12世
帯向けのアパートも3月末に完成し
ましたが、更なる住居の確保に努め
ていきます。

　　　�　今年度から、町外から転入した子
育て世帯が1年以内に住宅を取得し
た場合に50万円の奨励金を交付す
る、子育て世帯等定住促進奨励金事
業も展開しながら人口の増加を目指
しています。

　　　�　更には、教育や子育ての施策を充
実させるために、中央公民館図書室
リニューアル事業と児童クラブ施設
建設事業により児童が健やかに成長
できる環境を整備し、モデル事業で
すが学校図書館支援員設置事業とし
て、図書の貸出・整備、児童・生徒
の読書活動の増進を図るために、町
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除は、私たちの職域を守るためだけ
でなく、町民の権利を擁護し、不利
益を被らないようにするため、非常
に大切な活動になっています。

◦上記要望に対する
ご回答・最後の挨拶

市長　�　そうした行政書士会の活動は、行
政書士会のさらなる発展のためにも
大変意義のあるものと思います。町
としても、引き続き行政書士法をは
じめとする法令順守に努めていきた
いと考えています。

　　　�　行政書士会の皆様には、町民の
生活上の権利や利益を守ることなど
で、地域のサポート役を担っていた
だけたらと思っています。行政書士
の活動の場は、さらに拡大していく
と思います。今後も一層の御活躍を
期待し、活躍の場を広げていただけ
ればと思っております。

國井　�　ありがとうございます。私たちも、
町民の権利を擁護し、地域の皆さん
のお役に立てる行政書士として、さ
らに精進していきたいと思います。
本日は大変お忙しいところ、どうも
ありがとうございました。

橋本正裕町長プロフィール
生年月日／昭和50年12月20日

学　　歴／茨城県立古河第三高等学校卒業

　　　　　芝浦工業大学工学部
　　　　　　建築工学科卒業

　　　　　明治大学大学院
　　　　　　ガバナンス研究科修了

職　　歴／平成11年4月
　　　　　　境町役場奉職

　　　　　平成15年8月
　　　　　　境町議会議員に当選

　　　　　平成23年6月
　　　　　　境町議会議長就任
　　　　　平成26年3月
　　　　　　境町長に当選・就任
　　　　　　（現在、1期目）

内小中学校の各一校に学校図書館支
援員を配置します。この他、街路灯の
LED 照明導入促進事業やサッカー場
の人工芝生化および夜間照明を整備す
る地域スポーツ整備事業に取り組みま
す。

　　　�　また、地元の消費拡大や地域経済活
性化のためのプレミアム付き商品券の
発行を行い、新たな財源確保策として
は、新設した茨城さかいソーラー株式
会社やふるさと納税推進事業を更に充
実させます。このふるさと納税は、平
成26年10月より、返礼品の充実と申
し込みや決済方法の仕組みを変えた結
果、平成25年度の6.5万円から3,000万
円を超える寄付金があり、今後の更な
る増加に期待しています。

　　　�　これからも新しい可能性を模索しな
がら、境町の発展のために、良いもの
はなんでも取り入れた施策を推しすす
めていきます。

國井　�　ありがとうございました。私たちも、
町の施策がスムーズに運営されるた
めに出来る限り協力させていただきま
す。そして、町民の利便に資するため
の「日常的な無料相談会の開催」や、「災
害時協力協定の締結」など、茨城会と
さらなる連携をお願いしたいと存じま
す。

　　　�　また昨今、行政書士でない者が官
公署に提出する書類の作成を業務とし
て行う事例が散見されています。これ
は、法律で定めのある場合を除いて禁
じられておりますので、行政におかれ
ましても、このような事件が再び起き
ることのないよう、適正な事務をお願
いしたいと思います。非行政書士の排
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